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千葉県銚子沖における超大規模風力発電施設計画と名勝・天然記念物「屏風ケ浦」の保護に

ついての質問書への回答 
 
日頃より文化財保護行政に格段の御協力を頂き、ありがとうございます。 
令和２年１０月２９日に頂きました標記の御質問について回答致します。 
「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」に基

づく、千葉県銚子市沖の海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定に関し、文化

庁では、名勝及び天然記念物「屏風ケ浦」の文化財的価値への影響が軽微となるよう、関係

省庁や千葉県及び銚子市の教育委員会と意見交換等を行ってきました。 
その結果、「千葉県銚子市沖における協議会意見とりまとめ」（令和２年６月５日）では、

選定事業者に対し、洋上風力発電設備等の設置等に当たり、国指定名勝及び天然記念物であ

る屏風ケ浦が有する文化的・地球科学的な価値に留意し、地元自治体への丁寧な説明・協議

を行うことや、文化財関連の法令に基づき、屏風ケ浦への影響について、上記協議結果や学

識経験者等の意見を踏まえ、客観的根拠に基づいて専門的な調査・予測・評価を行うととも

に、その結果を踏まえ影響を軽微にするための適切な対応を行うことを求める旨の記載が

なされました。当該促進区域の公募占用指針においても、事業実施の要件として留意すべき

事項として、上記協議会意見とりまとめを尊重して事業を実施することが求められている

ところです。 
今後は、名勝及び天然記念物の管理団体である銚子市及び千葉県と情報共有を密にしつ

つ、文化審議会文化財分科会第三専門調査会に報告を行いながら、管理団体である銚子市や

千葉県への指導助言を通じて、事業の実施に当たり上述の点が順守され、名勝及び天然記念

物への影響が軽微となるよう努めてまいります。 
また、水中文化遺産の問題については、埋蔵文化財保護行政を自治事務として所管する千

葉県と連携を図ってまいります。 
なお、ご提案のあったバッファーゾーンの考え方を取り入れた施策や法制化については、

文化財の価値に影響を及ぼす範囲を客観的・科学的根拠に基づいて設定するための指標や

方法の開発等が重要であると考えており、専門的な知見の提供等、今後とも貴会の御協力を

お願い致します。 


